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認定証又は届出証明書の番号 静岡県公安委員会 第49000291号 

氏 名 又 は 名 称 株式会社ドリーム 

代 表 者 の 氏 名 今釜 伸也 

主たる営業所の所在地 浜松市南区若林町1080番地１ 

処分に係る営業所の名称

及び所在地 

株式会社ドリーム 

浜松市南区堤町27番地 

処 分 の 年 月 日 令和４年３月28日 

処 分 の 内 容 営業停止 

処分 理由・ 根 拠法令 ＜処分理由＞ 

被処分法人は、警備業務を営むものであ

るが、静岡県公安委員会が検定合格警備員

の配置を定めた路線において、交通誘導警

備業務１級又は２級の合格証明書の交付を

受けている警備員を配置せず、交通誘導警

備業務を行ったもの。 

 
 

＜根拠法令＞ 

警備業法第18条 

 警備員等の検定等に関する規則第２条 

処分を行った公安委員会 静岡県公安委員会 

 


